
〈資 料〉

国有企業改革の現状 と課題
国務院発展研究センター企業部責任者趙林如氏に聞 く

(1993年9月1日)

川 井 伸 一

1992年7月 に中国政府は国有企業の改革の一層の深化を図るべく,「 国

有企業経営メカニズム転換条例」を公布,施 行 した。この条例施行か ら1

年余 り経 った1993年9月1日 に,条 例の実施状況 と問題点を含めて国有

企業改革の現状と課題について,中 国政府直属の権威あるシンクタンクで

ある国務院発展研究センターの関係者か らヒアリングを行った。趙林如氏

(女性)は 同センター企業部副部長の職にあり,企 業改革に関する政策研究

の責任者の一人である。1時 間半あまりにわたる質疑応答はすべて中国語

でなされ,録 音された。以下の記録は,こ の録音を再生,翻 訳 したもので

ある。

川井:今 日はお忙 しいなか面会の時間をとっていただきありがとうござい

ます。今回,私 が北京に来た目的は二つあります。 ひとつは北京 にある

いくつかの日中合弁企業の経営責任者にインタビューして,経 営の現状

と課題 について聞 くことです。今回,8つ の合弁企業を訪れました。 も

う一っは,中 国の政府機関,研 究機関の関係者にお会いし,中 国の外資

導入政策,企 業改革の現状にっいて意見を交換することです。今 日のイ

ンタビューはこの後者の目的の一環です。

今 日は,国 有企業改革の現状 と課題にっいて重点的に伺いたいと思い
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ます。中国は昨年夏に国有企業経営メカニズム転換条例(以 下,条 例)

を公布 してか らすでに1年 余りになります。最近,条 例の執行状況につ

いていろいろ調査が実施 され,そ の結果が新聞などで報道 されていま

す。そこでまず,こ の条例の実施の過程で,条 例が規定した企業自主権

がどの程度実施されるようになったのか,ど のような問題点があるのか

という点についてお聞きしたい。

答:企 業改革が1979年 に開始 されていらいすでに10数 年経っています。

79年 から80年 代前半は国営企業改革の面で主に放権譲利[注 一政府

から企業に対 して経営権 と利益を与えること]の 改革が進め られまし

た。1984年 から85年 にかけて改革の重点は農村から都市に移りました。

都市へ移行 したのち,企 業改革の重心は企業の経営メカニズムの転換に

置かれました。当初は当然ながら(政 策方針が)ま だ明確に提起されて

はおらず,単 に企業に権限を与え企業を活性化 し,企 業を元来の行政の

付属物一 すなわち算盤珠のようにはじけば,そ の通 り動 くような状態

から脱却 させ,生 命のある有機体に変えていく,と 主張するにとど

まりま した。 こうして改革の初期状態が始まりました。

お尋ねの点ですが,先 日,8月 上旬に条例の実施状況に関する全国の

工作会議が開かれま した。それは条例の貫徹実施状況を検査するための

ものです。条例の考えに基づいて実施 して,企 業の経営メカニズム転換

はどのようになっているのかを検討 したのです。 この条例は,企 業に対

して14の 権限を下放 していますが,こ の14の 権限をめぐる中心思想は

「四つの自主」,す なわち 「自己利益,損 益 自己負担,自 己発展,自 己制

約」です。

わが国の多 くの人々は,企 業がこの 「四っの自主」のメカニズムを持

ちさえすれば,真 の企業になり,経 営メカニズム転換も成功するだろう

と考えています。では条例が規定 した14項 目の権限はどのように実施

されているのか。先月の会議および会議以前 に政府 は多 くの調査を行
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国有企業改革の現状と課題

い,多 くの調査グループがそれぞれ全国の各省市に行 って,条 例の実施

状況を専門に調査 しました。 これらの調査およびこの会議で報告された

ところによれば,い ずれ も,14項 目の権限の実施状況は理想的なもので

はありません。条例を貫徹 して経営メカニズムの転換を進めるうえでの

効果は決 して理想的な状況ではありません。14項 目のある権限は見たと

ころ企業が獲得 したようだが,し かし実際には企業は基本的に実施 して

いません。ある権限は,本 当に実施するのがかなり困難であると言って

もよいで しょう。なぜなら,そ れは多 くの方面の問題 と関係 しているか

らです。条例の実施状況にっいては現在のところ大体 このようなもので

す。みんなの考えでは,条 例を徹底させて企業は確かに以前よりも多 く

の権限をもつようにな り,14項 目の権限を獲得 した企業 も少な くない

が,ま だ経営 メカニズムは基本的に転換 していないとみています。さら

に,条 例が規定 した企業の14項 目の権限を全部実施 したとしても,企 業

の経営メカニズムを根本的に転換 させるのは難 しい,と みる考え もあり

ます。 しか し,わ れわれ国家政府からいえば,現 在経営 メカニズムを転

換させる主要な考えかたは,条 例を徹底させ ることによって経営 メカニ

ズムを転換することです。 もっとも,経 営メカニズムの転換 は主要 には

国有企業に対するものですが。

改革以前,わ が国の国有企業と公有企業の構成比率は非常に大 きく,

90%以 上で した。こうした企業は国有であれ,公 有であれ,経 営制度 と

管理制度ではほとんど差がな く,あ たか も一種の算盤の珠のような存在

であって,生 命力がな く,真 の企業ではあ りませんで した。改革以降,

非公有制の経済成分が新 しく出現 しました。すなわち,私 営企業,個 人

経営企業,三 資企業[注 一中外合作,中 外合弁,100%外 資の企業のこ

と]が いったん形成 されると,そ れらは多 くの問題を抱えていたけれど

も,す ぐに市場経済に適応 して発展 してきま した。非公有の企業はそれ

自身のうちに市場経済のメカニズムを持 っており,市 場経済のなかで運
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行 しており,そ の点公有制企業 とは異なっています。

企業経営メカニズムの転換 は国有企業 と公有企業,主 要には国有大中

型企業に対するものです。国有企業の経営メカニズム転換については,

わが国はすでに多くの方法を考えてきました。例えば,前 述 したような

企業への権限の下放や利改税[注 一利潤上納を納税制に改めること]で

あり,そ の後 は請負制,ま た同時に一部の企業では株式制を採用 し,さ

らに生産責任制などもあります。現在の主要な考えは,上 か ら下に条例

を徹底することです。

同時にまたそれとは別の考えも現れています。すなわち,財 産権から

手をつけて国有企業のメカニズム転換問題を解決 しようとす るもので

す。というのは,あ なたもお気づ きか もしれませんが,条 例には明らか

に一つの弱点があります。すなわち,財 産権問題を故意に疎かにしてい

て,こ の点を語っていないことです。 しか し,こ の問題 はまさに企業 メ

カニズム転換の鍵 となる問題なのです。なぜなら,こ の財産権が明確に

ならなければ,国 有企業の所有者である国家 ・政府 は経済活動の管理者

としての身分で現れ企業の活動に関与することができるし,ま た企業資

産の所有者,経 営者の身分で現れ企業の経済活動に関与することもでき

るか らです。従って,国 家 はこの二っの身分,二 つの職能を混同 してお

り,企 業の経営メカニズムを転換 させるのがかなり困難となっているの

です。

昨年,条 例を実施 して後,「翻牌公司」なるものが出現 しました。翻牌

公司とは何かといいますと,そ れは,政 府の一部の行政管理部門,例 え

ば局とか司とかが,後 に看板を変えてひとっの総公司に代わることを指

しています。見たところ一っの経済実体に変わったようですが,実 際は

それは依然として政府の管理職能を兼ね備えており,下 部の企業に対し

て管理職能や経営職能をもっているのです。従 って,こ のように翻牌公

司に変わったとしても,下 部の企業のメカニズム転換にとってメリット
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国有企業改革の現状と課題

がないだけでなく,か えって多 くの問題をもた らしました。詳 しいこと

は割愛 しますが,翻 牌公司の出現は企業の経営メカニズム転換に多 くの

制約,多 くの問題をもたらしました。状況はだいたいこのようなもので

す。それでは,な ぜ翻牌公司が出現できるので しょうか。翻牌公司の出

現も,ま さに財産権問題が解決 されていないからであり,政 府が経営者

の身分で随時に企業の財産権を掌中に収めることができるか らです。例

えば,私 の局の下に三つの公司が所属 しているとしましょう。 いま,わ

が局が職能の転換を行おうとすれば,も との行政の方式を用いて企業を

管理す ることはもはやできません。では私 はどうような方法をとるの

か。私はこの三っの公司の資産を回収 して,私 の局のものに変えること

ができます。 こうして私の局は一つの総公司に変わり,一 つの翻牌公司

に変わるというわけです。なぜ私は企業資産を随時に回収することがで

きるので しょうか。それは,私 が政府を代表できるか らであり,そ の三

っの公司の資産が国家所有であるか らです。従って,翻 牌公司が出現す

るの も財産権問題がうまく解決されていないことが原因です。財産権問

題は条例のなかでは回避 されており,そ のために経営メカニズム転換に

とって大きな弊害をもたらしており,経 営 メカニズムの転換をうまく進

展させることができません。今年8月 の企業経営 メカニズム転換の関す

る工作会議では,去 年疎かにされていたこの財産権の問題を強調 してい

ます。国有企業の経営メカニズム転換をいかに加速するかは,条 例の問

題をめぐる考えの進展であり,い っそうの発展です。

川井:あ なたの考えでは,条 例が規定する14項 目の自主権のなかで,ど の

方面の権限が最 も実施困難ですか。聞 くところによれば,割 当拒否権,

人事自主権がかなり実行困難といわれていますが,こ れは本当ですか。

答:そ の通りです。企業は国有であり,み んなのものですか ら,例 えば,

政府部門,あ るいはある主管部門がある時期に財政が比較的困難である
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ならば,企 業に対 して割当を行います。政府部門はこれは当然のことで

あると考えています。企業経営の良 しあ しは,企 業だけの問題ではなく

国家の問題でもあるのです。もう一っの問題 は,企 業が経営をおこなう

場合,各 方面の支持が必要だということです。例えば,工 商行政管理局

に行って営業許可証の手続きを したり,ま た定期的に文書を更新 し,原

材料,資 金を調達 しなければならない。現地の街道[注 一都市の末端の

行政単位]も 環境面の支持を与えることができます。家族の就職や類似

の多 くの問題ではいろいろな方面の要素の制約を免れません。従 って,

もしこれらの単位が資金を必要としている時に,企 業が資金を提供 しな

いのはよろしくない,も し提供 しなければ多 くの困難が生 じるで しょう

し,以 後の活動 もかなり困難になるで しょう。従って,企 業が割当を拒

絶するのはかなり難 しいのです。現実には,企 業は各方面の要素の制約

を受けているので割当を拒絶することができないのです。

人事雇用権についても,多 くの原因のためにうまく実施することがで

きません。社会保障は不健全であり,こ のことも容易にいくつかの社会

問題を引き起こしています。例えば,企 業が一人の労働者を雇用 し,ま

たは解雇 しようと思 っても,実 際はうまくできない。また社会的にいえ

ば,企 業が労働者を解雇 しても社会的にどうするのか,誰 が管理するの

か,と いう問題があります。現在,国 家が採用 している方式は,依 然 し

て企業がその労働者を企業内で消化するというものです。従 って,解 雇

権は形式上はあるけれども,実 行するのは非常に難 しい。権利はあるが,

敢えて使用 しないのです。別に輸出入権 も与えられていますが,こ れも

まだ実施されていない問題の一つです。

川井:現 在国有企業が採用 しているのは企業経営請負制ですが,請 負制を

始めるにあたって,ま ず請負人を選出し,請 負人が経営の責任を負 うわ

けです。ではどのようにして請負人を選出するので しょうか。私の聞い
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国有企業改革の現状と課題

ているところでは,請 負人を選挙する時は基本的に政府主管部門の要求

に基づいて請負人を選択 しているようですが,そ うでしょうか。

答:そ のとお りです。現在,わ が国の国有企業のうちの90%は 依然 として

請負制の方式を採 っています。株式制を採用 している企業 はまだ非常に

少ない。現在 は第二期の請負を実施 しています。

川井:第 二期の請負は1991年 か ら始まったのですか。

答:そ のとおりです。第一期の請負期間は,あ るものは長 く,あ るものは

短いが,一 般には3年 でした。請負人の確定については,大 部分の企業

では上級部門から決定されました。 これは元来の工場長責任制 と同じで

す。 こうした請負には一定の請負指標があります。例えば生産額,利 潤

額や国家への上納額にはすべて具体的な指標があります。請負人は主管

部門が任命 しますが,従 前か ら主管部門が工場長を任命する時により多

く考慮するのは,こ の人間が上級の言 うことをよく聞 くかどうかであっ

て,そ の人の能力はあまり多 く考慮 しませんで した。現在は任命する時

に請負人の能力,文 化素養を比較的重視 しています。一般には大学卒業

生および専門知識の分かる人を求めます。真に入札請負の方式で工場長

に当選する者は少な く,あ るとしても一部の中小型企業です。

川井:私 の理解では,第 一期請負の形式 は個人請負が圭であったが,第 二

期請負では個人請負が減少 し集団請負の比率が増えたようですが,こ れ

は本当ですか。

答:こ の二っの状況はいずれもありますが,大 型企業について言えば一般

には集団請負であり,工 場長,経 理などからなる指導 グループが請負い

ます。また一部の企業では全員請負制を採用 しています。全員請負とは

各指標を各ポス トに分解 して請負 う方式で,具 体的な実施措置では,一

っの全体目標を若下のサブ目標に分解 し,そ の後に更に各個人に請け負
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わせ実施するやり方です。

川井:国 有企業の経営請負制については,中 国の専門家学者のあいだで多

くの見方があり,一 部の人々は,請 負制には多 くの矛盾があり,す でに

袋小路 に入 ってお り,請 負制を実施 しても自主経営を達成で きないと

言っています。これは請負制に対する批判です。また一部の人々は請負

制の積極的実施を主張 し,請 負制は現在展開できる最善の,最 も現実的

な方法であると考えています。現在,全 体的にみて,請 負制に対する評

価はどのようですか。

答:経 営請負制に対する私の見方は以下のとおりです。請負制はもともと

の工場長 ・経理からいえば少 し進歩で しょう。なぜな ら,元 来工場長 ・

経理の具体的な経済責任は不明確で したか ら。請負制は,政 府と企業と

の間の利潤分配を解決す る方式の問題であり,請 負制とは具体的には,

私の企業は私が経営を請負い,1年 のあいだに私は国家に一定額を上納

しなければならず,そ の残余は国家が管理 してはならず,そ の多 くの部

分は私が自らアレンジする,と いうものです。従 って,請 負制は国家 と

企業とのもっれた関係を一定程度解決 し,企 業に一定の経営自主権を与

えたという点で,一 定のメリットがあります。 これにより企業は政府の

統制か ら一定程度脱することができました。企業は請負制の方式を採用

することにより国家と企業との関係を区分 したのです。 このようにして

以前に比べ,企 業の経営権を比較的保障 しました。その積極的役割 は,

社会政治経済に波乱が発生 した時に,請 負制がすでに契約形式で固定 さ

れていたために,ど のような変動が発生 しようとも国家の財政が相対的

に安定 したことにあります。1989年 の六四事件[天 安門事件]の 時にも,

請負制を採用 していたので,国 家の財政収入は六四事件の影響を受けま

せんで した。

しか し,長 い目でみれば,経 営請負制が解決 した企業と国家との関係
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国有企業改革の現状と課題

の問題は規範性が欠けており,国 家 と企業 との関係 は交渉方式によって

確定されるのです。 この点で政府は企業に対 して平等 とはいえず,公 平

な競争環境 もありません。ある人が言 っているように,一 部の企業が叫

んだり,泣 いたりできれば,そ の企業はより多くの利益を手に入れるこ

とがで きます。諺にも言うように,泣 き叫ぶ赤ん坊には乳が与えられる

のです。 これはひとっの形式的な比喩にすぎませんが。このように,請

負制 という形式によって国家 と企業との関係を解決する場合,そ れは非

規範的で不公平なのです。それは,そ れぞれの企業の状況がさまざまで,

政府 と企業 との関係 も1対1の 個別交渉によって決まるか らです。この

ようにして,企 業の状況はほとんど差がないのに,国 家に上納する利潤

が異なるという状況が作 りだされ,上 納利潤が異なるために,企 業と企

業のあいだに公平な競争を行 うことができない。 このことも改革の目標

に合致 していません。社会主義市場経済の最 も根本的な原則は公平な競

争です。絶対的な公平は当然にも実現不可能ですが,一 定の規則は必要

です。みんなが共同の規則のもとで公平平等な競争を行 うことが人事で

す。 しか し,請 負制ではこうした公平な環境を実現するのが困難です。

市場経済発展の要求に適応できるためには,株 式制の方式を採用すべ

きであると多 くの人は考えています。現在,企 業制度は会社化(公 司化)

を志向 しています。 この会社化の方式は,条 例のなかで回避することの

できない財産権問題に関わっています。すなわち,財 産権に基づいて政

府と企業との関係を規範化 し,政 府の二つの身分,二 っの職能を区別す

ることです。この二っの身分とは,経 営者 としての身分 と所有者 として

身分です。この問題に対 してわが国では多 くの議論がありますが,財 産

権問題は回避すべきでない,ま た回避できない問題であるとみんな考え

ています。この財産権問題は国有を私有に変えるべきだと言うのではな

くて,ど のようにして国家が国家所有者としての身分 ・職能 と社会経済

活動全体の管理者としての身分 ・職能とのあいだの区別をっけるように

9
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し,企 業を政府の多 くの干渉から解放 させ,企 業を本当の企業に転換す

るのか,と いう問題です。真の企業になる方式 は請負制の採用ではなく

て,会 社化にあります。会社制度の最 も重要な問題は,財 産権を明確に

し,誰 が国有企業財産権の代表であるのか,財 産権の所有者と企業との

関係はどのようなものか,所 有者の企業に対する財産権をどのように実

現するのかを明確にすることであって,財 産権に言及すればす ぐに国有

企業を私有に変えなければならないというものではありません。

川井:経 営請負制はあなたが語 ったような非規範性の問題をもっています

が,さ らに損益自己責任の問題,つ まり利益のある時は請け負 うが欠損

の時は請け負わない,と いう問題があります。 この問題は請負制の実行

のなかで次第に少なくなっているのでしょうか,ま たは以前 と比べ増大

しているので しょうか。

答:も ともと国家が企業の損益に責任を負 っていました。改革以来,企 業

が損益に自ら責任を負うようにさせましたが,実 際の執行結果からみれ

ば,企 業は利益にのみ責任を負 うだけで,欠 損には責任を負 っていませ

ん。なぜこうなるので しょうか。企業は利益がある時はうまく経営 して

おり,一 部の利潤を国家に上納 したあとで,残 余の利潤を企業自身の発

展と従業員の消費[注 一 ボーナス基金 と福利厚生基金]に 利用すること

ができます。 しか し,赤 字の時は誰かが負担 しなければなりません。企

業の資産は限られており,請 負人個人の財産 も一層のこと限 られていま

す。もし請負人に欠損を負担 させようとしても,例 えば欠損額は一般に

は数億元または数千万元のオーダーですから,請 負人はとても負担でき

ない。では企業に欠損を負担 させるのでしょうか。 しかし,企 業自身は

資産をもっていません。なぜなら企業の資産はすべて国家のものであっ

て,条 例でも法人資産を明確にしていないからです。従 って,こ のよう

な事情か ら企業は利潤にだけ責任を負い,欠 損に責任を負わないという
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国有企業改革の現状と課題

現象が発生するのです。現在の第二期請負では,企 業が損益に自ら責任

を負 うことを強調 していますが,こ れは言えばすぐ実行できるものでは

ありません。欠損に責任を負う基礎は何か。それには企業の法人として

の地位を確立 しなければならず,企 業は何をもって欠損を負担するのか

を明確に しなければな りません。現在は,企 業がその経営す る資産を

もって損益に責任を負うことを明確にしています。例えば,あ る企業の

資産が2億 元であるとすれば,企 業はその2億 元の資産をもって欠損を

負担 しなければならない。このようにして,企 業の法人の役割を明確に

したならば,企 業の損益 自己責任はその基礎を もっことになるで しょ

う。

川井:現 在,多 くの国有企業は赤字であり,聞 くところでは,国 有企業の

30%前 後が赤字で,利 潤をあげているのは三分の一にすぎないといわれ

ます。現在,赤 字企業の比率 はますます増加 しているのでしょうか,ま

たは減少 しているのでしょうか。

答:こ の一二年来の基本的評価 はそれぞれ三分の一を占めているというも

のです。すなわち,三 分の一の企業が黒字,三 分の一が赤字,残 りの三

分の一は黒字でも赤字でもない状態です。最近では,7月 以降国家が経

済加熱を抑制す るためにマクロコン トロールを強化 した結果,企 業の困

難が多 くなったとみんなが考えています。一部の企業は赤字額がすこし

増大 しました。また別の考えでは,現 在赤字企業は減少 しているとみて

います。 しか し,こ れは二っの異なった見方であって,ま だ統一的な認

識は形成されていません。全国の全体状況からみれば,や はり前述 した

ようにそれぞれが三分の一を占めるような状況で しょう。

企業の赤字は誰が負担するのかの問題にっいては,国 家の側か らいえ

ば,企 業が赤字を負担できるよう要求 します。一部の企業では借金経営

を行っていますが,ま だ破産制度を実施 していないために,企 業赤字の
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責任を具体的に引き受ける者は誰 もいません。わが国の破産法はすでに

制定 されたけれども,あ まりよく実行されていません。企業の破産制度

が実施されないので,企 業の赤字 もどうでもよいことになっている。 と

いうのは,企 業が赤字で国家に対 して利潤を納めることができなけれ

ば,国 家と1対1で 交渉でき,最 終的には免除され,上 納 しなくてもよ

いか らです。従 って,問 題が根本的に解決されなければ,企 業の損益自

己責任の問題 も真に解決するのは非常に困難です。

川井:現 在,経 営請負制では納税前返済を実行 しています。つまり,所 得

税納税前の利潤から,銀 行から借 りた基本建設,技 術改造方面の借金を

返済 しなければならない。一説では,多 くの企業が借金を返済できず,

結局国家が負担 しているといわれます。 この面の状況 はいかがですか。

答:現 在 はすべて納税後利潤からの返済に変わっています。 もともとは納

税前の返済で したが,こ れは実際には国家が一部を負担 していました。

徴収すべき税が徴収 されないのですから,税 金は減少 して しまいます。

実際は国家が一部分を負担 しているのです。現在,条 例では納税後返済

に改められ,例 えば企業にとって言えば,条 例実施後 に借り入れた資金

は納税後利潤からの返済に改め られました。条例は税率の上で も変化が

あり,以 前は国有大中型企業に対 しては55%の 所得税で したが,納 税後

返済を実施 してのちは33%の 税率 となりました。 こうような話ならば,

企業は比較的に受け入れ易いで しょう。 もし依然 として55%で あるな

らば,企 業の負担はたいへん大きい。

川井:あ る中国の経済学者によれば,国 有企業が基本建設と技術改造方面

に用いる借金の返済については,そ の70%前 後が返済できずに,実 際に

は国家が負担 していると述べていますが,こ の点は実際どうですか。

答:こ のような言い方は私には理解できません。なぜなら,基 本建設 と技
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術改造の貸付 は一定の優遇があり,貸 付利息は比較的低いからです。国

家が返済額の70%を 負担するような状態にはなっていません。国家が

そんなに負担するのは不可能です。

企業の投資資金 は,改 革以前は国家財政か ら支給 して,そ の支給は無

償でした。改革以降,銀 行貸付に変更されました。銀行貸付ならば利息

を負担 しなければならず,も し基本建設と技術改造 に用いるのであれ

ば,当 然国家 は政策上優遇 して,利 率はかなり低いで しょう。 しかし,

国家が貸付の70%を 負担することはない。こうしたことは私 は聞いた

ことがありません。 これはありえないで しょう。なぜな ら,銀 行貸付に

は一定の利率があるけれども,技 術改造貸付に対す る利率は非常に低

く,従 って,企 業が返済するのも比較的容易ですから。

川井:あ なたが先ほど話された国有大中型企業の所得税が55%の 場合,そ

れは納税前返済の方法で した。 もし納税前返済であるならば,所 得税の

実際税率は多少とも低 くなるで しょう。一説では,実 際には平均で30%

前後ない しはそれ以下にすぎないともいわれていますが,そ の点いかが

ですか。

答:国 有企業の所得税率は請負制の前 は55%で,請 負制実施以降は実際に

は55%に 達 していません。一つには納税前返済が認められるので,利 潤

から返済分 を差 し引いた残 りの利潤に対 して所得税がかかることにな

り,実 質上税率が低 くなります。 また税を含む上納請負基準額自体,1

体1の 交渉で決められます。

川井:経 営請負制の下では,所 得税 と利潤が一緒になって請負っていると

のことですが,請 負の対象に所得税が明示的に含まれているので しょう

か。

答:請 負の内容には所得税が含まれています。 しか し,請 負制実施以降は
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所得税は形式的にはなくなりました。そこでは税 と利潤 は一緒に合体 さ

れています。

川井:政 府が経営請負制を実施 したのは1987年 ですが,公 式的には所得税

があります。ただし,請 負制のもとでは所得税は規範性がない,で は所

得税の上納額 は当事者の交渉によって決定 されるのでしょうか。

答:交 渉によって決定するのは請負の額度 と基数です。現在多 くの企業は

請負制を希望 していますが,そ れに代わる新たな方式を採用することは

望んでいません。現在,財 政部は 「税利分流」,っ まり税金(所 得税)と

利潤の分離を提起 し試行 しています。 これによれば,企 業 は税金(所 得

税)を 納めるべきものはそれを納め,利 潤を納めるべきものはそれを納

める。税金の納付は企業の国家に対する義務であり,他 方利潤は所有者

の資産を使用 したなら所有者に納めなければならない。 こうして税金と

利潤を分離するのです。 しか し,現 在企業はこの方法を採用するのを望

んでいません。「税利分流」の方式に基づけば,企 業と国家の関係は比較

的規範的なものになるのですが,企 業はなぜ実行 したが らないので しょ

うか。なぜなら,請 負実施企業が引き受ける所得税率は規定では55%だ

が,実 際には33%に も達 しておらず,20%前 後にすぎないからです。し

かし,税 利分流は33%の 税率を要求 している。だから,企 業は税利分流

の実施を望まず,依 然として請負制の継続を希望 しているのです。企業

は自分の利益 しか考えないか ら,こ うした対応は企業にとっては自然な

ことです。

川井:現 在,税 利分流の試験は,ど れほどの企業で試行 されているので

しょうか。

答:ま だ極めて少ないです。主要には重慶市で試行されています。しか し,

重慶市の企業および重慶市政府はいずれも不満が大 きい。彼 らは自分達
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国有企業改革の現状と課題

が損をしている,上 納が余りに多すぎると考えています。彼 らに対する

税率は33%で す。

川井:一 部の報道では,全 国で約2200の 企業が税利分流のテス トを実施 し

ているといわれますが,こ れは本当ですか。

答:そ の数字はほぼ確かなものです。

川井:私 は以前,福 建,広 東省のような沿海地方に行ったことがあり,そ

の時会見 した経済専門家のほとんどが税利分流に対 して批判的な見解を

示 していました。 これは2年 前のことです。彼らは,わ れわれの国有企

業には受け入れ能力がない,も し所得税を納めたら税後利潤は極めて少

ない。従って税利分流を実施できないと言っていました。このような問

題は現在 どうなのでしょうか。

答:現 在 も依然としてそのとおりです。今あなたが言われたような意見は,

税利分流を実行 している企業からは普遍的に出されています。税利分流

を実施 しようと準備 している企業 もこのような意見を出しています。問

題の焦点は企業利益にあります。請負制を実施するほうが企業に残 る利

潤がより多くなるのです。税利分流を実行すれば,国 家に納付する利潤

があまりに多 く,受 け入れることができないと企業は考えています。請

負制を実施 している企業では,上 納利潤はすべて交渉によって決まる。

そして交渉の時には企業の代表はできるかぎりこの基数を低 くすること

が可能です。政府は全人民所有制の代表として企業に対 してあまり強硬

な態度をとらない。従 って,交 渉の結果は往々にして企業の得るメ リッ

トのほうが比較的大きいのです。 この点 も一っの問題を反映 していま

す。っまり,国 有資産を代表する部門およびそれがどのようにして代表

するかなどの問題はすべてまだ明確になっていません。この結果,国 家

と企業が交渉する時に,往 々にして国家が損失を受けるわけです。
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株式制を実行 している一部の企業では,国 家所有の株 と国家の株主権

利は多 くの場合虚構であって,個 人株主の権利のほうが大きい。従 って,

わが国の財産権問題は早急に明確にしなければなりません。改革のなか

の多 くの問題は最終的にはこの財産権問題に帰着 します。 この問題はす

でにもはや回避できなくなっています。

川井:現 在,税 利分流の試行範囲は小さく,現 在の第8次5力 年計画では

税利分流は試行段階と規定されています。次の第9次5力 年計画では税

利分流は主要な方針となるので しょうか。

答:現 在は,請 負期限がきた企業にたいして税利分流の実施を要求 してい

ます。 しかし,や り始めると多 くの問題が出てきました。税利分流を本

当に実行 しようとすれば,税 率を下げなければならない。すなわち,請

負制を実施 している時の企業の留保利潤と同 じ水準を保障するまで下げ

なければならない。 このようにしてはじめて企業は受け入れることがで

きます。 もし企業が税利分流を実施 してか ら自己の負担が重 くなったと

感 じるならば,企 業は必ずその実施に抵抗するで しょう。税利分流を広

範囲に普及 し,普 遍的に実行 しようとするならば,利 潤の調整の面でい

くらかの措置を採 らなければなりません。現在は,改 革以前のように行

政手段を用いて強行することはできません。 もし企業がいずれも同意 し

なければ実行できないのです。

川井:現 在,国 有企業の改革には三っの形式があります。すなわち,経 営

請負制,税 利分流そして株式制です。株式制の実施範囲は次第に大きく

なっているようですが,将 来,株 式制は国有企業の改革の主要な方式に

なるでしょうか。

答:こ の問題については現在さまざまな見方があります。多 くの意見は,

株式制が国有企業経営メカニズム転換のひとつのよい方向であるとみて
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います。同様に,こ の観点のなかにも多くの異なる見方があります。一

っの見方は株式制を普遍化すべきで,す べての国有企業は会社(公 司)

の方式を採用すべきだとするものです。 もう一っの見方は,条 例を貫徹

することによって経営メカニズムを転換 させる,そ の効果が理想的でな

ければ,政 府に依拠してもう一度条例の徹底を要求するものです。最近

の江沢民の演説はやはりこの点に言及しています。

しかし,条 例の徹底 によって経営 メカニズムの転換を図ろうとして

も,必 ず しも根本的に経営メカニズム転換の問題を解決できないという

のが人々の普遍的な考え方です。根本的に問題を解決するには財産権問

題をっけ加えなければなりません。財産権問題の解決を軸にして,国 有

企業の会社化(公 司化)を 目指す。会社という形式を用いて企業の財産

権問題を解決する。 このようすれば条例の貫徹と株式制とをひとっに結

びっけることになります。会社の方式で企業を組織する,す なわち一部

の国有企業を有限責任会社に変え,一 部の企業を株式会社に変えるので

す。株式会社の一部は上場 して もよいし,一 部は上場 しなくて もよい。

これまでの国有企業を株式制に改造する際には,中 小企業を偏重 しまし

た。現在は重点を大企業に置いています。また基礎産業をも重視 しなけ

ればならない。従って,現 在,株 式制が企業改革の好ましい方向である

という話 しを持ち出 しても,多 くの反対を述べる人はいません。

川井:で は,一 部の人が株式制に反対する理由は何ですか。

答:ひ とっは,以 前の一時期,条 例と株式制を対立 させて捉えていたこと

です。つまり,条 例は請負制の基礎のうえに制定 したのであり,国 有企

業の90%以 上 は請負制を実施 しています。そ して もし企業が請負制を

やるならば株式制を実行できないと考えて,請 負制 と株式制を対立 させ

ました。 もうひとつの株式制への反対 は,多 くの企業が株式制への改造

を行 う時にいくっかの問題が発生 したことによります。その主要な問題
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は国有資産を企業の資産に変え,企 業の資産をまた個人の資産に変え

る,つ まり公有を私有に変えたことです。 この表現形式はいろいろあづ

て,ひ とつは同じ株であっても利益が違 うことです。すなわち,同 じ株

券であっても公有株と個人株では権利と利益分配で異なり,個 人株の権

利 と利益のほうが公有株より大 きいのです。 このように発展 していけ

ば,国 有資産を侵害する形式に変わって しまう。 これが反対のもうひと

っの理由です。

川井:次 は雇用労働問題について二つの問題があります。ひとっは労働契

約制の問題 もう一っは労働編成の合理化の問題です。私は以前いくつ

かの地方の国有企業を訪れた際に,企 業指導者は次のように言 っていま

した。すなわち,「われわれの企業は現在労働契約を実施 している。しか

し,基 本的にそれはもともとの常用労働者(固 定工)と 同じである。な

ぜなら,現 在で も私は労働者を解雇することはできないのだから。私が

解雇 しようと希望 して も,そ うすることができない」 と。 この事例から

みると契約労働制の利点が実際どこにあるのか,は っきりしないのです

が。 この点いかがですか。

答(同 席の研究者:曹 文春氏):契 約労働者を以前の常用労働者と比較すれ

ば次のように言えるで しょう。常用労働者の場合ですが,仮 に私がある

企業に入ったとすれば,私 の一生はその企業にすべて請け負われること

になります。私が死んで火葬されるまでずっと,こ の企業が負担するの

です。だか ら,も し契約労働へ転換 しようとするならば,従 業員と企業

との間の関係を規範化 しなければならない。全員労働契約制の実施は一

歩前進というべきで しょう。 これは現在の中国の国情と人々の受け入れ

能力に適合 しています。以前,わ れわれは 「三鉄」の打破を提起 しまし

た。三鉄とは,「鉄のご飯茶碗」[注一終身雇用制],「 鉄の肘掛け椅子」

[注一幹部職の終身制],「 鉄の賃金」[注一賃金の硬直性]の ことです。
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国有企業改革の現状と課題

私の考えでは,企 業が自らを活性化 しようとする場合,三 つの標語が

必要です。ひとつは企業には死もあり生もあること。すなわち,死 なす

べき企業は死なせて破産さなければならない。 このようにしてこそ生か

すべき企業が活性化できるのです。しかし,現 在の実際状況からみれば,

企業 は事実上破産できないし,死 滅することができない。それが破産で

きないので,必 然的に一部の活発な企業 に影響を及ぼ しています。 もう

ひとつは,幹 部 は昇格できるし降格 もできるということ。以前,わ が国

の企業はすべて政府機関であり,企 業内部 も政府のようで,処 レベルが

あり,科 レベルがあり,さ らに局 レベルがありました。企業の幹部 は政

府の役人で,か れらは昇格や抜てきすることができても,降 格すること

はできませんで した。三つ目の標語は,従 業員は企業に入 ることができ

るし出ることもできるということ。ひとりの従業員が この企業に入れ

ば,彼 の生涯はこの企業が面倒をみなければな らず,企 業は彼を首にす

ることができない。このような状況は企業の発展をひどく制約 していま

す。 こうした硬直 した制約を改めるために,全 員労働契約制を提起 した

のです。従業員は採用にあたって企業側 と契約を締結 しますが,そ の目

標は 「三鉄」を打破することです。

しかし,こ れも多 くの困難に直面 しているのが現状です。私は成果を

性急に求あることはできないと思 っています。中国は国土が非常 に広

い,南 方か ら北方まで,経 済先進地区か ら経済の立ち遅れている地区ま

で,人 々の改革開放意識,就 業意識,就 業ルー トはすべて異なっていま

す。例えば,広 州とハル ビンを比較すれば大きな相違があります。経済

発展の遅れた地区でひとりの従業員を解雇することは,そ の人が社会全

体から見捨てられることに等 しい。 もし現在,東 北地区全体を広東のよ

うにさせようとしても不可能です。現在われわれが提起 した全員労働契

約制 は南方の状況を考慮 しているし,ま た北方の状況 も考慮 していま

す。現在の執行状況からいえば,こ の10年 の改革を経て,ひ とびとの改
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革意識は大 きく高まりました。次の段階の改革では前に一歩前進 しなけ

ればならない。現在実行 している全員労働契約制は単 にひとっの過渡的

段階にすぎません。

答:全 員労働契約制を施行する目的は,企 業を活性化することです。現在,

企業が活性化できない重要な原因の一つは国有企業の負担があまりに重

いことにあります。一般の国有企業では在職労働者数と退職労働者数と

の比率は1対1で,甚 だしくは1対1余 りに達 しています。例えば,私

は以前北京のある中型工場を訪れたことがありますが,そ この在職労働

者数と退職労働者数 との比率は1対2で した。すなわち,一 人の労働者

が二人の退職労働者を養 っているのです。また別に一部の態度のよくな

い労働者がいて,彼 を解職させようとしても実際にはできません。

従って,現 在企業の負担を取 り除 き,企 業が身軽で運営できるように

しなければなりません。国営企業が全員労働契約制を実行するのは企業

の負担を軽減 し,ま た労働者の束縛を取 り除こうとすることであり,ま

た企業が労働者に就業の自由を与え,労 働者に対する保証を取 り消すこ

とで もあります。今,あ なたは契約制にどのようなメリットがあるのか

と尋ねられたが,そ れにっいてはこのように言えるで しょう。契約労働

制の各地における表れはさまざまです。南方の一部の企業の表現は比較

的よい。そこでは企業が労働者を採用 したいと思えば広告を出すことが

できます。労働者が働きたいと思えば企業と契約できます。労働者にも

この工場で働 きたければ働き,働 きたくなければ辞職する権利がありま

す。双方 ともに自由です。 しか し,北 方の国有企業での実施状況はあま

りよくありません。 というのは,も ともとの常用労働者は契約制に変わ

るのを望んでいないからです。 しかし,新 たに採用 した労働者の場合は

基本的に契約制を採用 しました。 このようにして一定程度企業の負担を

軽減 したのです。
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国有企業改革の現状と課題

川井:も ともと中国の国有企業はひとっの小社会を運営するという問題が

あり,生 活共同体の性質をもっていたと思います。私は今回,北 京にあ

る日中合弁企業をいくっかインタビューしま したが,幾 人かの総経理は

住宅問題がかなりやりにくいと言 っていま した。 もし合弁企業に住宅が

ないと中国人従業員は合弁企業で働 きたいとはそれほど思わない。例え

ば,北 京松下 ブラウン管公司の責任者は,わ れわれは多 くの従業員宿舎

を建設せざるを得ないと言っていました。松下では従業員アパー トが現

在3棟450世 帯分あるという。 また一部の小さな合弁企業 も住宅を借 り

て労働者に住まわせなければならない。 このような問題状況は国有企業

の小社会的な性格 とある程度共通 していると思います。

さて最後に,わ たしは企業改革 と政治行政改革 との関係について質問

したいと思います。一っの問題は企業改革を実施するには企業と行政と

を分離 しなければならない。 これは企業改革の必要条件ですが,こ の面

ではすでに触れたように現在多 くの問題があります。 もう一つの問題

は,企 業 における党組織の役割の問題,言 い換えれば党委員会 と工場

長 ・経理との関係の問題です。1980年 代に中国は党政分離の改革措置を

実施 しましたが,1989年 の天安門事件以降はなんら大 きな発展がないよ

うです。経済改革と政治改革との関係についてあなたはどのように考え

てお られますか。

答:経 済改革も政治改革を伴っています。経済改革があるレベルに到達す

る時に,も し相応する政治改革がなければ,経 済改革を継続 して進めて

いくことはできません。現在この問題についてわれわれはすでに共通認

識を得ています。 もともとこの問題についてわれわれは回避の態度を

採っていました。 しかし,現 在みんなは経済改革と政治改革 とは同一歩

調で進めなければならないと考えています。そして政治改革において最

も主要なのは政府の職能転換 と機構改革です。機構改革 も多 くの方面を

含んでいます。例えば,軽 工業部 は紡織総会に変わり,航 空宇宙部は分
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割 し,二 っの大きな総公司に変わりました。数 日前,新 聞に載 ったある

文章によれば,条 例を貫徹するのは車で山に行 くようなものだ。 この山

は政府という山を指 しています。そして現在車はこの山によって阻害さ

れ前進できなくなってしまったと言っています。企業経営メカニズムを

うまく転換させようとするならば,必 ずそれを政府の機構改革および職

能転換 と組み合わせなければなりません。政府が市場経済という目標に

向かって発展 しようとすれば,一 方で企業のメカニズム転換をしなけれ

ばならず,同 時にまた政府の相応する職能転換が必要です。それらは同

一歩調で前進 してはじめて相互に矛盾干渉することもなくなる。現在企

業改革の呼びかけは大 きく,で きるかぎり速 くメカニズムの転換をはか

るよう求められています。他方,現 在政府の職能転換 と機構改革は相対

的に立ち遅れています。政府 メカニズムの転換が立ち遅れている原因は

主要には政府にあり指導者にあります。かれらは改革を推進するが,改

革のなかでは同時に改革の対象にもなっているからです。かれらはこの

過程で振幅を生 じたが,現 在ゆっくりと解決の道を模索 しているところ

です。

企業改革が成功する鍵は政府行政と企業との分離如何によって決まり

ます。行政と企業との分離の前提は政府における経済活動の管理者とし

ての身分 ・職能と企業資産の所有者としての身分 ・職能をはっきり分離

することです。このようにして政府は政府のことをや り,企 業は企業の

ことをやる。そのようにして企業ははじめて真の自主経営を行 うことが

でき,真 の経営実体になることがで きるのです。政府はただ政府の行政

事務を管理する,こ のようにすれば政府の仕事の効率水準 も向上で きる

でしょう。

川井:企 業内における党 と経営 との分離についてあなたはどのように考え

ておられますか。
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国有企業改革の現状と課題

答:党,経 営,労 働組合は企業において三頭立ての馬車です。企業の経理 ・

工場長,党 委員会と労働組合は企業の三つの力量であり,そ れらは統一

した面をもつと同時に矛盾 した面 ももっています。改革以来,こ の三っ

の方面への要求はいずれも顕著な もので した。 これら三者はそれぞれ独

自の役割を果た しっっも,相 互に一致協力,三 者が一体 となることが方

針です。このなかで党委員会の核心作用と工場長 ・経理の中心作用を如

何に統一させ,調 和させるかが特に重要です。かっての経験が示すよう

にこの両者を完全に一体化することも,逆 に両者を対立させることも,

どちらも正 しくありません。党書記と工場長との関係では,大 規模企業

では別々の人によって分担されることが比較的多か ったのですが,最 近

は一人による兼職が始まっています。他方,中 小企業ではもともと一人

により兼任が多かったのですが,た だ一部では分担 しています。

川井:今 日は,企 業改革に関する貴重なお話をいろいろ伺えて大変参考に

なりました。ありがとうございま した。

(今回,テ ープ起 こしの作業では本学経営学部4年 生の任京科君の援

助を得た。記 して感謝する。)
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